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青梅市教育委員会 



あ い さ つ 

                                                   青梅市教育委員会 

                            教育長  小 池  誠 

 

 平成１６年末に国際学習到達度評価調査（ＰＩＳＡ）、国際数学・理科教育調査（ＴＩＭ

ＳＳ）という２つの国際調査の結果が発表されました。これらの結果を受け、現在、学力を

めぐって様々な論議がなされているところです。 

 青梅市教育委員会では、青梅市の児童・生徒の学力向上を図るため、平成１５年度からの

２年間にわたり、学力向上検討委員会を設置し、委嘱した委員の方々に学力のとらえ方や学

力の実態の把握、学力向上に向けての方策等について検討を重ねていただきました。その検

討結果並びに取組をまとめたものが、本報告書です。 

 各学校におかれましては、すでに市および都で実施しました調査結果を活用し、授業改善

プランを作成し、それに基づき授業改善に向けた取組を進めていただいているところです。

今後、本報告書を活用し、各学校の実態を踏まえた学力向上の取組をより一層推進していた

だけるものと期待しております。 

 教育委員会といたしましても、本委員会における２年間の検討の成果を生かし、新たに学

力向上推進委員会を立ち上げ、各学校における学力向上の推進を一層支援していくとともに、

家庭・地域への啓発を図っていく予定であります。 

 最後になりましたが、２年間にわたり、本検討委員会における協議を推進してくださいま

した元静岡大学教授 日臺 利夫 先生、元国立音楽大学教授 篠田 信司 先生を始めとす

る委員の皆様、並びに常に適切な御指導と御示唆をくださいました顧問の前台東区立根岸小

学校長 小島 宏 先生のご尽力に対し心より感謝申し上げます。 

 また、本報告書の作成にあたり、資料をご提供いただきました市内小・中学校校長先生に

厚くお礼申し上げ、あいさつといたします。 
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第１章 青梅市としての学力向上の考え方 

 

１ 青梅市としての学力の考え方 

 青梅市教育委員会では、郷土青梅の歴史や文化を尊重し、継承するとともに、豊

かな青梅の創造者として、自主的かつ進取の精神に満ちた市民の育成を期して教育

を進めている。そのためには、次代を担う子どもたちに、社会や時代の変化に伴う

課題を的確にとらえて解決していく力を育てるとともに、将来への展望をもって広

い視野で物事を考える思考力や判断力、柔軟な発想や表現力などを養うことが重要

であると考え、知性、感性、道徳心や体力をはぐくむ教育の充実、推進を図ってい

るところである。 

２年間にわたる青梅市立学校の児童・生徒の学力向上に向けた学力向上検討委員

会における検討を進めるにあたり、教育委員会では、上記のような市の教育方針を

踏まえるとともに、教育委員会目標に掲げた「自ら学び考え行動する、個性と創造

力豊かな人間」の育成を図る視点から、学力を次のようにとらえた。 

 
 

学習を通して得られた知識や技能のみでなく、学び方や学ぼうとする意

欲、問題や課題を主体的に解決できる力までをも含めたもの。また、教育課

程に位置付けられた全教育活動を通じて身に付けられる総合的な力。 

 
 
 
 
 
 
 

２ 基礎的・基本的な学力の定着 

このように教育活動全体を通じて育てる力として学力をとらえ、それを具体化す

るためには、自ら学ぶ意欲や学ぶ力の土台となる学力、いわゆる学習の基礎的・基



本的な内容の定着を図ることが重要である。ここでいう基礎的・基本的な内容とは

学習指導要領に示されている内容すべてのことを指す。そして、これらは日々の授

業を通して、子どもたちに確実に身に付けさせていかなければならない。 

 

３ 検討委員会の経過と学力向上に向けた取組 

以上のことを踏まえたとき、子どもたちに基礎的・基本的な内容の定着を図るた

めには、何よりも授業における子どもたちの学びを充実させることが重要であり、

そのためには、授業における指導と評価の在り方を見直し、学習者である子どもた

ちの立場に立った「授業改善」を目指す必要があると考えた。 

そこで、平成１５年度の学力向上検討委員会では、青梅市の子どもたちの学習内

容の定着状況を把握する方法等について検討を重ねた。  

その結果、すべての学習の基礎となる国語、算数・数学の教科について、比較的

測定可能な内容に限定して、その定着状況を調査し、さらに調査結果を分析するこ

とによって、指導上の課題を明らかにし、指導や評価の工夫・改善の在り方につい

て検討を重ねていくこととした。特定の教科の課題を明らかにして、その指導の改

善策を考えることは、学習成果が数値化しにくい他の教科の授業改善を図る上でも

参考になると考えたからである。 

これらを受け、平成 16年４月に、国語、算数・数学の 2教科について市内小学校

４年児童および中学校１年生徒を対象とした「青梅市基礎的・基本的な内容の定着

を図るための調査」（「Ⅱ 青梅市児童・生徒の学力の実態」参照）を実施した。 

調査結果については、教科ごとに市内小・中学校長および教員で構成される分析

部会を設置し、分析・考察を行い、その内容を報告書としてまとめ、7月に市内小・

中学校全教員に配布した。 



各学校においては、分析結果を活用し、児童・生徒の実態および指導上の課題を

明らかにしたうえで、教科ごとに「授業改善プラン」を作成し、授業改善の視点を

明確化した。現在、「授業改善プラン」の実施・検証期間として、「授業改善プラン」

をもとにした授業改善に取り組み、学力向上に向けた具体的な課題解決を図ってい

るところである。 

 

４ 学力向上を推進していくうえでの課題 

 学力向上検討委員会において検討を重ねる過程で、学力について次のようなとら

え方をしてみた。 

（１）  学んだ力を分析的に考えると、「分かる」「できる」（知識、理解、技能など）

という要素と「使える」「考える」（思考力、問題解決力など）という要素と

に分けて考えることができる。これらは、相互に関連しながらスパイラルに

バランスよく高まっていくことによって、真の学力として身に付いていくも

のであると考える。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

分かる 

できる 

考える 

使える 

     
 
 

ここで留意したいことは、基礎から積み上げる教科の学習は「分かる」「で

きる」力を育てる学習だと考えたり、それと対立的に総合的な学習や体験的

な学習を「使える」「考える」力だと考えたりしないことである。教科の学習



と総合的な学習などが、それぞれバランスを保ちながら、これら四つの力を

相互関連的にはぐくむような授業づくりを目指したい。   

（２）  学習の定着上の課題としては、次のような点が挙げられる。 

・ 学ぶ意味の習得の重要性 

・ 学びの前提となる体験等の不足 

・ 読み取る力、考える力などの育成 

・ 学習態度の形成            （参考：国立教育政策研究所の調査結果） 

 

このような課題に対して、家庭、学校、行政がそれぞれの機能を発揮し、取

り組んでいくことが大切である。 

 

５ 今後の方向性 

平成 17年度以降の実態把握の方法としては、東京都で実施する小学校 5年、中学

校 2年生を対象とする悉皆調査の結果について、市独自に分析・検討し、「授業改善

プラン」のさらなる改善と充実を図りつつ、調査―結果分析―改善計画策定―実施

―検証の授業改善のサイクルを構築し、学力向上に向けた取組を推進していく予定

である。 

また、市として、各学校の取組を検討し、啓発する観点から「学力向上推進委員

会」を設置して推進を図るとともに、学力向上に関するモデル校を設置し、その取

組の成果を広く市内小・中学校に普及・啓発をしていく計画である。 

そのなかで、今後、測定しにくい学力の評価や指導の在り方について検討してい

くことが大きな課題であり、青梅市教育研究発表会や小・中学校教育研究会におけ

る取組とも連携を図りながら研究協議を重ねていく予定である。 



 
 

 
先に述べたとおり、学力向上に向けた取組を推進するに当たり、青梅市児童・生徒の学

力の実態を把握するため、すべての学習の基礎となる国語、算数・数学の教科について、

比較的測定可能な内容に限定して、その定着状況を調査した。 
本調査は、平成１５年度に東京都で実施した「基礎的・基本的な内容の定着を図る調査」

を活用したものであり、達成率をおおむね８割と想定して作成されたものである。 
以下に調査内容および調査結果の概要について述べる。 
 

１ 調査の概要 
(1) 調査名  「青梅市基礎的・基本的な内容の定着を図るための調査」 
(2) 調査の内容 
ア 調査の対象学年および児童・生徒数 

調査対象学年 学校数 実施児童・生徒数

小学校４年 １７校 １４００名 

中学校１年 １１校 １２５３名 

イ 調査対象・教科 
・小学校４年  「国語」「算数」 （小学校１年から小学校３年までの学習内容） 
・中学校１年  「国語」「数学」 （小学校４年から小学校６年までの学習内容） 

ウ 調 査 方 法 
ペーパーテストによる調査 
・小学校４年は国語２３問、算数２０問（各教科４０分間で実施） 

   ・中学校１年は国語３６問、数学２５問（各教科４５分間で実施） 
 エ 実 施 日 

平成１６年４月２７日（火） 
 

２ 調査結果 
(1) 全体としての定着状況 
 

【国語】                         ＊▲は想定達成率を下回っている部分 

  
教科全体 漢字の読み 漢字の書き

言葉のきまり・

表記等 
内容理解 

市 82.3％ ▲76.2％ 81.7％ 86.8％ 84.4％

小学校４年 都 85.0％ 79.0％ 84.2％ 90.1％ 86.1％

市 82.6％ 88.8％ 81.3％ ▲69.6％ 90.9％

中学校１年 都 82.9％ 91.0％ 81.0％ 67.3％ 92.7％

 
【算数】                         ＊▲は想定達成率を下回っている部分 

  
教科全体 数と計算 量と測定 図形 数量関係 

市 ▲79.1％ 86.5％ ▲67.3％ 83.7％ ▲65.7％

小学校４年 都 79.7％ 85.1％ 65.9％ 89.7％ 69.7％

市 ▲74.7％ ▲77.3％ ▲67.6％ 84.4％ ▲67.0％

中学校１年 都 74.7％ 80.2％ 65.3％ 81.5％ 66.5％

第２章 青梅市児童・生徒の学力の実態 



(2) 各問の正答率 
 

 
 
 

国  語 

ア 小学校４年 
問題番号 内容領域 項目 設問の意図 正答率（市） 正答率（都）

１－１ 言語事項 82.1％ 84.4％

１－２ 言語事項 

各学年に配当されている漢字を読むこと

ができる。 ▲79.6％ 79.4％

５ 言語事項 

漢字の読み 
各学年に配当されている漢字を読むこと

ができる。 ▲66.9％ 73.3％

２ 言語事項 
各学年に配当されている漢字を書くことが

できる。 ▲77.1％ 85.1％

３－ア 言語事項 82.2％ 85.2％

３－イ 言語事項 ▲66.4％ 69.6％

３－ウ 言語事項 

筆順に従って正しく書くことができる。 

▲63.1％ 64.2％

４－ア 言語事項 92.3％ 94.9％

４－イ 言語事項 84.4％ 86.9％

４－ウ 言語事項 84.5％ 83.0％

４－エ 言語事項 87.9％ 91.6％

４－オ 言語事項 

前学年に配当されている漢字を書くことが

できる。 

91.1％ 86.6％

８－ア 言語事項 84.8％ 88.8％

８－イ 言語事項 90.3％ 90.9％

８－ウ 言語事項 ▲69.2％ 77.2％

８－エ 言語事項 

漢字の書き 

カタカナで書く語を見つけ、文の中で使う

ことができる。 

88.5％ 90.0％

６－① 言語事項 90.1％ 93.1％

６－② 言語事項 94.4％ 95.6％

７ 言語事項 

文と文の意味やつながりを考えながら、指

示語や接続語を使うことができる。 

92.0％ 94.4％

９－３ 言語事項 文のつながりを表す接続語が分かる。 ▲78.1％ 82.9％

９－１ 言語事項 

言葉のきまり・

表記等 

文章全体における段落が分かる。 
▲79.4％ 84.7％

９－２ 読むこと 文章を正しく読むことができる。 86.6％ 88.9％

９－４ 読むこと 
内容理解 中心となる語をとらえて、文章を正しく読む

ことができる。 82.2％ 83.3％

 

 

      

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
イ 中学校１年 

問題番号 内容領域 項目 設問の意図 正答率（市） 正答率（都）

２－１ 言語事項 97.0％ 98.6％

２－２ 言語事項 96.6％ 98.1％

２－３ 言語事項 97.0％ 98.4％

２－４ 言語事項 ▲62.7％ 63.1％

２－５ 言語事項 

漢字の読み 

各学年に配当されている漢字を読むこと

ができる。 

90.7％ 96.8％

３－１ 言語事項 ▲58.8％ 53.5％

３－２ 言語事項 ▲58.6％ 57.5％

３－３ 言語事項 ▲79.2％ 80.7％

３－４ 言語事項 

前学年に配当されている漢字を書くことが

できる。 

▲67.5％ 57.8％

８－１ 言語事項 ▲79.1％ 79.1％

８－２ 言語事項 96.7％ 98.6％

８－３ 言語事項 94.5％ 96.8％

８－４ 言語事項 86.8％ 90.8％

８－５ 言語事項 96.8％ 98.8％

８－６ 言語事項 

漢字の書き 
漢字のもつ意味を考えて、熟語を構成す

る漢字を選ぶことができる。 

94.8％ 96.1％

４－１ 言語事項 ▲73.4％ 76.5％

４－２ 言語事項 ▲55.2％ 54.8％

４－３ 言語事項 ▲59.8％ 60.9％

４－４ 言語事項 

熟語を構成している漢字の関係を理解

し、類別することができる。 

▲74.6％ 70.7％

５－１ 言語事項 89.8％ 90.0％

５－２ 言語事項 ▲38.2％ 35.8％

５－３ 言語事項 ▲77.7％ 73.7％

５－４ 言語事項 

漢字の読みを、仮名遣いに注意して正しく

書くことができる。 

89.5％ 87.3％

７ 
言語事項 

言葉のきまり・

表記等 

日常の場面を想像して、正しい敬語表現

を選ぶことができる。 ▲49.1％ 56.4％

１－１① 読むこと 91.9％ 94.1％

１－１② 読むこと 89.2％ 93.0％

１－１③ 読むこと 

文章の叙述に即して内容を正しく読みとる

ことができる。 

91.9％ 94.3％

１－２ 
読むこと 

文章の叙述に即して細かい点にまで注意

して内容を正確に読みとることができる。 92.5％ 93.9％

１－３ 読むこと 段落の要旨を的確にとらえることができる。 81.9％ 84.2％

１－４ 
読むこと 

重要語句の意味を正しくとらえることがで

きる。 89.6％ 90.1％

６－１ 

書くこと 

読むこと 

目的や意図に応じて、書かれている内容

を要約することができる。 87.7％ 90.2％

６－２ 

書くこと 

読むこと 90.8％ 91.6％

６－３ 

書くこと 

読むこと 96.4％ 97.8％

６－４ 

書くこと 

読むこと 94.9％ 96.6％

６－５ 

書くこと 

読むこと 88.7％ 90.3％

６－６ 

書くこと 

読むこと 

内容理解 
中心となる語をとらえて、文章を正しく読む

ことができる。 

96.0％ 96.4％

 



 
 
 
 
算  数 

ア 小学校４年 
問題番号 内容領域 設問の意図 正答率（市） 正答率（都）

１（１） 数と計算 繰り上がりが１回ある加法ができる。 96.9％ 96.6％

１（２） 数と計算 繰り上がりが２回ある加法ができる。 91.3％ 91.3％

１（３） 数と計算 繰り下がりが２回ある加法ができる。 84.9％ 84.2％

１（４） 数と計算 ３位数×１位数の乗法ができる。 93.3％ 90.3％

１（５） 数と計算 ２位数同士の乗法ができる。 87.7％ 75.9％

１（６） 数と計算 乗法九九１回適用の除法ができる。 95.3％ 95.1％

２（１） 数と計算 1000 を単位として、23000 を表すことができる。 86.3％ 83.7％

２（２） 数と計算 
乗数が１増えると、積は被乗数の大きさの分だ

け大きくなることが分かる。 ▲78.7％ 77.8％

３ 数と計算 
問題場面から乗数と被乗数をとらえ、立式するこ

とができる。 ▲78.1％ 78.0％

５ 数と計算 除法の問題場面が分かる。 ▲75.2％ 78.3％

２（３） 量と測定 長さの単位の関係が分かる。 ▲57.9％ 52.3％

２（４） 量と測定 かさの単位の関係が分かる。 ▲65.1％ 60.0％

４ 量と測定 計算で時刻を求めることができる。 ▲55.7％ 59.0％

６ 量と測定 はかりをよむことができる。 93.1％ 92.4％

７（１） 図形 位置にかかわらず正方形が分かる。 87.1％ 93.3％

７（２） 図形 位置にかかわらず長方形が分かる。 86.1％ 92.1％

７（３） 図形 位置にかかわらず直角三角形が分かる。 ▲78.0％ 83.6％

８ 数量関係 「正」の字で表された数の意味が分かる。 ▲79.8％ 83.0％

９（１） 数量関係 グラフの要素から表題をつけることができる。 ▲73.7％ 77.0％

９（２） 数量関係 棒グラフの要素を比較することができる。 ▲43.6％ 49.2％

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
イ 中学校１年 
問題番号 内容領域 設問の意図 正答率（市） 正答率（都）

１（１） 数と計算 
1/10 の位の小数同士の乗法で、積の小数点の

位置を決めることができる。 86.3％ 84.2％

１（２） 数と計算 同分母分数の加法ができる。 85.8％ 86.4％

１（３） 数と計算 
異分母分数の減法で、差を簡単な分数で表す

ことができる。 ▲79.4％ 83.5％

１（４） 数と計算 分数同士の除法ができる。 82.1％ 87.9％

２ 数と計算 
除法の意味に基づいて演算決定し、問題を解

決することができる。 ▲77.1％ 79.3％

３ 数と計算 
異分母分数の加法の意味が分かり、和を簡単な

分数で表すことができる。 83.0％ 85.8％

４ 数と計算 
乗数が分数の場合も、乗法の意味に基づいて

立式することができる。 ▲58.1％ 60.4％

５ 数と計算 
整数の除法の結果を簡単な分数で表すことがで

きる。 ▲67.4％ 73.6％

６ 数と計算 ２つの数の最小公倍数を求めることができる。 ▲73.8％ 78.6％

７ 数と計算 
２つの数の公約数を用いて問題を解決すること

ができる。 80.2％ 81.9％

８ 量と測定 
単位量あたりの考えを用いて、問題を解決する

ことができる。 ▲68.0％ 68.4％

９ 量と測定 距離と時間から速さを求めることができる。 80.2％ 80.3％

１０（２） 量と測定 平行四辺形の面積の求め方が分かる。 ▲74.6％ 70.2％

１１ 量と測定 
三角形の底辺と高さの変化から、面積の変化を

とらえることができる。 ▲55.9％ 48.1％

１２ 量と測定 
円の求積公式を活用し、面積を求めることがで

きる。 ▲59.6％ 59.3％

１０（１） 図形 平行四辺形の意味が分かる。 90.0％ 86.9％

１３ 図形 平行の意味が分かる。 89.8％ 91.0％

１４ 図形 円周と円の直径との関係が分かる。 ▲62.7％ 58.0％

１５（１） 図形 
立方体の展開図から面と面の位置関係が分か

る。 89.6％ 84.5％

１５（２） 図形 立方体の展開図から面と面の平行が分かる。 90.0％ 87.0％

１６（１） 数量関係 
全体に対する部分の割合を百分率で表すことが

できる。 ▲45.0％ 46.9％

１６（２） 数量関係 目的に応じたグラフを選択することができる。 ▲50.7％ 47.6％

１７ 数量関係 
要素の変化を調べ、比例関係を見出すことがで

きる。 ▲76.9％ 73.1％

１８ 数量関係 平均を求めることができる。 80.2％ 83.1％

１９ 数量関係 比を用いて問題を解決することができる。 82.1％ 82.0％

 
 
 
 
 
 
 
 



３ 全体的な考察および指導のポイント 
 

(1) 国語 
・ 小学４年生では、「漢字の読み」および「漢字の書き」の定着率が全体的に低い。 
・ 中学１年生では、「漢字の読み」の定着率は比較的高く、「漢字の書き」および「言葉の

きまり・表記等」の定着率が全体的に低い。 
・ 両学年ともに、全体における領域ごとの傾向は、都とほぼ同様である。 
・ 言語事項を各領域に明確に位置付けて計画的に指導を行うとともに、定着状況につ

いて適宜確認し、状況に応じて補充指導等を行っていくことが重要であり、単にドリル

の反復練習に陥らないように留意する必要がある。 
・ 「無答他」の反応率が都に比べて全体的に高い。「問題を解く意欲がわかない」「最後

まで問題を読んだり、考えたりする持続力が低い」「回答用紙に記入するという回答方

法が理解できていない」など、いくつかの要因が考えられるが、各校において自校の

児童・生徒の状況をさらにくわしく分析し、個に応じた適切な指導の手だてを講じる必

要がある。 
・ 国語の能力は、国語科だけで身に付くものではない。特に言語活動については、学

校生活全体を通して言語に対する関心や理解を深め、言語環境を整え、児童・生徒

の言語活動全体が適正に行われるように留意する必要がある。 
 

(2) 算数 
・ 小学校４年では、「数と計算」の定着率が比較的高く、「量と測定」「数量関係」の定着

率が全体的に低い。 
・ 中学校１年では「数と計算」「量と測定」「数量関係」の定着率が全体的に低い。 
・ 両学年ともに、全体における領域ごとの傾向は、都とほぼ同様である。 
・ 算数・数学においては、実生活における様々な事象との関連を図りながら学習を進め

る必要がある。学習した内容を実生活の事象に結びつけたり、他教科の学習と関連づ

けたり、また実生活から算数・数学の問題を見出したりすることによって、算数・数学の

意味が明らかになったり、有用性が実感できたりするようになる。その際、作業的・体験

的な活動など算数的活動を積極的に取り入れ、児童・生徒が数量や図形についての

意味を自分から理解していけるようにすることが大切である。 
・ 「無答他」の反応率が都に比べてかなり高い問題がある。「最後まで問題を読ん

だり、考えたりする持続力が低い」「一つずつ自分で計算しようとしない」「問題を

立式に結びつけることができない」「回答用紙に記入するという回答方法が理解で

きていない」など、いくつかの要因が考えられるが、各校において自校の児童・生徒の

状況をさらにくわしく分析し、個に応じた適切な指導の手だてを講じる必要がある。 
 

４ 報告書の活用 

 

本調査の結果および分析・考察等の詳細については、「青梅市基礎的・基本的な内容

の定着を図るための調査」報告書（平成１６年７月）としてまとめ、すでに配布した

ところである。 

各学校においては、自校の結果と比較し、さらに分析・考察を進める等、報告書を

有効活用していただき、児童・生徒の実態を的確に把握するとともに、指導の改善に

つなげていただくことを期待するものである。 



 
 

                                         

                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・学力向上フロンティア事業 
・学習指導カウンセラー派遣事業 
・ 放課後学習チューターの配置等に 
かかわる調査研究事業 

・理科大好きスクール 
・ＮＰＯ等と学校教育との連携の在り

方についての実践的研究事業など 

・悉皆による学力調査の実施 
・少人数学習集団による指導法の研究推

進校 
・ティーチングアシスタントモデル事業

・小・中連携教育に関する研究 
・「東京の教育２１」研究開発委員会 

など 
 

 
○自ら学び考え行動する、個性と創造力豊かな人間 
 

国の学力向上策 都の学力向上策 

青梅市教育委員会の教育目標 

 
基礎的・基本的な学力の向上を図り、児童・生徒の個

性と創造力を伸ばす教育を重視する 
 

基本方針２ 

家庭では 

【学力向上に関する事業の推進】 
・学力のとらえ方についての確認 
・実態調査の実施 
・実態調査の結果の分析と学習の定着に関する課題の把握 
・授業改善の推進に向けた指導・助言 
・学力向上推進モデル校の設置 
・小・中学校教育研究会の充実に向けた指導・助言 
・校内研究の推進・充実に向けた指導・助言 
・先進校における学力向上にかかわる実践例の普及・啓発 
・学力向上に関する家庭への啓発 
・学習の支援等にかかわる学習指導補助員の導入      

青梅市教育委員会では 
 方 策 

 背 景 

家庭と学校の連携 
・基本的な生活習慣の確立 
・家庭学習の習慣の確立 
・読書習慣の確立 

家庭では 

地域では 
学習支援システムの充実 
 ・学習相談室の開設 など 

【学力向上に向けた取組の推進】 
・自校の児童・生徒の学力の実態把握 
・学校における学力向上策の明確化 
・授業改善プランの作成・実施 
・指導と評価の一体化を図った授業の充実 
・教員間の連携・協働による指導体制の充実 
・個に応じた指導の充実 
・学習規律の確立 
・授業研究・研修体制の充実 
・児童・生徒の学習相談の充実 
・学校公開の推進 
・小・中の連続性のある教育課程の編成 

学校では 

青梅市の学力の実態 

・国語、算数の基礎的・

基本的な内容につい

て、定着が図られてい

ない部分がある。 
・無答傾向が多く見られ

る。 
～青梅市基礎的・基本的な内容

の定着を図るための調査より～ 

学力の実態 

第３章 青梅市における学力向上のための方策 

・国語では上昇傾向を示す。算数・数学、社会では、全学年低下。

理科、英語は学年で定着状況にばらつき 
・無答傾向の増加。学年が上がるにつれての学習意欲の減退 
・考える力や表現力、読解力の不足          など 
～平成１３年度文部科学省教育課程実施状況調査報告書より～ 



各学校においては自校の児童・生徒の学力を向上させる

ため、これまでも授業改善に取り組んできたところである

が、前章に述べた青梅市児童・生徒の基礎的・基本的な内

容の定着状況等を踏まえ、今後さらに充実させていく必要

のある事項について以下に述べる。 

 

 

 

１ 授業改善プランの作成 

 

(1)  自校の児童・生徒の学力の実態把握 

ア 学力調査の自校の結果を分析し、児童・生徒の実態（集団・個別）およ

び指導上の課題を明らかにする。 
 

イ １学期の授業を振り返り、児童・生徒の実態および指導上の課題を明ら

かにする。 
 
(2)  具体的な授業改善策の作成 

(1)を踏まえ、学校としての授業改善策を教科ごとに検討し、それをもと
に各教員が具体的にどのようなことに重点を置き、取り組んでいくかを明確

にする。（主に小学校） 
(1)を踏まえ、各教員が具体的な授業改善策を作成し、それをもとに学校と

して各教科の指導をどのように積み上げていくかという視点から、教科ごと

に授業改善策を集約する。（主に中学校） 
 

【授業改善策の主な視点例】 
 
・学習過程の工夫（補充的な学習・発展的な学習の位置づけ等含む） 
・学習形態の工夫 
・評価を生かした指導の工夫 
・週ごとの指導計画の活用 
・家庭との連携 
・その他（発問・板書・机間指導・ワークシート等の工夫） 
 

Ⅰ 学校における学力向上策の明確化 

学校では 



２ 授業改善プランの作成・活用例 

 

〔Ａ学級・算数の例〕 

□ 授業および児童の課題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

授業には積極的に参加する児童が多く発言も盛ん。指導上の工夫と

しては、これまで意識的に操作的な活動を多く取り入れてきた。そ

のためか、単元の導入部分では、児童の反応にも手応えがあり、多

様な思考も見られるのだけれど、指導を重ねていくにしたがい、徐々

に学習への意欲が薄れていくように感じることもある。単元末のテ

ストを実施すると必ずしも技能・表現や知識・理解として定着して

いないし、市の調査結果も、学習の定着の度合いは決して高くなか

った…。 

□ 授業改善の視点 

毎時間の児童の学習状況を的確に把握するため、指導のねらいと評価を明確

にする。 

 

 

□ 授業改善プランの内容 

・毎時間のねらいを明確にする。 

・毎時間の評価を焦点化するために、単元の評価規準をもとに評価計画を立

て、毎時間の学習活動に即した具体的な評価規準を明確にする。 

 

□ 改善プランに基づく具体的な手だて                   

                                  

                             

・週ごとの指導計画に毎時間のねらいと評価を書き込む

ようにしよう！ 

・児童にも授業の最初にめあてを示すようにしよう！ 

・座席表型の補助簿に気づいたことや評価結果をメモし

ていくようにしよう！ 



□ 教師・児童の変容 

 

・毎時間のねらいを明確にすることで、目先の学習活動の工夫だけに追われ

ないようになった。 

・毎時間のねらいと評価をしぼりこむことによって、毎時間の児童の姿や定

着状況をとらえやすくなった。 

・授業の最初にめあてを提示することで、児童が主体的に学習に取り組むよ

うになった。 

 

 

□ 新たな取組の視点 

 

 

 

 

     

 

  

・家庭にも授業改善の取組を伝え、家庭学習に協力してもらうよう

にしよう。 

・個人差が前よりもはっきりとつかめるようになった分、個に応じ

た指導についてもっと工夫していく必要があるかもしれない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



３ 学校としての授業改善の推進 

 

(1) 校内研究の充実 

これまでも各校において校内研究を推進してきたところであるが、ともする

と研究内容が日常の指導とかけ離れてしまい、研究の成果が日々の授業に反映

されにくいという傾向も見られた。 
今後の研究の在り方としては、研究授業の枠にとらわれず、日常的に授業を

参観し合い、授業改善策を学校全体のものとして共有するとともに、学力向上

が図られるよう具体的な協議を深めていくことを検討していく必要がある。 
そのためには、授業改善プランに基づき、共通の視点をもって相互評価し合

うなどの参観方法を工夫したり、より多くの教員が互いに授業公開・授業参観

し合えるような研修体制を工夫したりすることも必要である。 
  
（例）・各自のテーマに基づく教員全員による研究授業の実施 
    ・教員相互による日常的な授業参観の実施 

 
教員相互による授業参観に使用するカード例（Ａ校の場合） 

 
 
 
 
 

リンクを参照してください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



(2) 人事考課制度の活用              授業観察記録の例（Ｂ校の場合） 

 
校長・教頭が授業改善プラン 
をもとに授業観察を行い、具体 
的な指導・助言を行う。 
教員は、指導・助言を踏まえ、 
必要に応じて授業改善プランを 
修正する。 

 
（例）・観察の視点を明確に示した 

授業観察 
・シートの作成・活用 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

リンクを参照してください。 

 
 
(3) 学校公開と外部評価の推進        参観者による学校評価の例（Ｃ校の場合） 

授業改善プランを保護者・地域           

の人々にも公開するとともに、積 
極的に学校公開を進め、授業を公 
開する。 

 
（例）・毎学期１回の公開週間の設定         

・参観者による評価の実施             
 

 
 
 
 
 

リンクを参照してください。 

 
 
 
 
 
 



(4) 授業改善プランの評価 

一定期間実施後に、外部評価や児童・生徒による評価等を活用し、授業改善

プランが実際の授業改善に結びついているかどうかを評価する。 
また、児童・生徒の学力向上が図られているかどうかを定期的に検証し、授

業改善プランをさらに改善していく。 
（例）・児童・生徒による授業評価の導入     

・学力調査等の自校データの分析の蓄積   
 

児童による授業評価の例（Ｄ校の場合） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

リンクを参照してください。 

 
 
 
 
 

リンクを参照してください。 



生徒による授業評価の例（Ｅ校の場合） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

リンクを参照してください。 
 
 

 
 
 
 
 

リンクを参照してください。 



 

４ 学力向上プランの策定 

 授業改善プランに基づいた授業改善策を中心に据えながら、学力向上を図る

ための学校としての全体計画（学力向上プラン）を策定する。 
 
【学力向上プランの主な視点例】 
・教育目標（都、市、学校） 
・学校・地域の実態、保護者・地域の願い 
・学校経営方針における学力向上にかかわる要点 
・本校における「確かな学力」の定義 
・各教科・道徳・特別活動・総合的な学習の時間・生活指導・進路指導等の

指導の重点 
・授業改善プランに基づいた授業改善策 

 
 
５ 小・中学校の連続性のある教育課程の編成 

 各学校において児童・生徒の学力向上を図っていくためには、小・中９年間を

見通した教育課程の編成が重要になってくる。 

 そのためには、中学校区を単位として、小・中学校が互いに授業参観し合っ

たり、学力調査の結果をもとに児童・生徒の実態について話し合ったりする機

会を設けるなど、小・中学校の連携を進めていく必要がある。 

 



 
以上述べてきたような取組が各学校で行われる

ために、教育委員会として実施していく支援につ

いて以下に述べる。 

 

 

１ 学力調査結果の分析と学習の定着に関する課題の把握 

 (1) 今後の学力調査に関する考え方 

すでに述べてきたとおり、青梅市では、平成１６年４月に、小学校４年生および

中学校１年生を対象とした「青梅市基礎的・基本的な内容の定着を図るための調査」

を実施した。 

しかしながら、平成１７年１月には、同様の「児童・生徒の学力向上を図るため

の調査」が小学校５年生および中学校２年生を対象に東京都において実施され、ま

た、国においても平成１７年度以降に同様の調査を実施することが検討されている

ところである。 

そこで今後は、都で実施する調査結果を有効活用し、青梅市としての児童・生徒

の学習の定着状況を明らかにすることにより、今後の学力向上に向けた取組に生か

していくこととする。 

 

(2) 都の調査の概要 

ア 調査名 

「児童・生徒の学力向上を図るための調査」 

  イ 調査対象 

     小学校５年児童、中学校２年生徒 
  ウ 調査教科 

     小学校：国語、社会、算数、理科 
     中学校：国語、社会、数学、理科、英語 
  エ 調査日 

     毎年度３学期 
 

(3) 調査結果の活用方法および手順 

都から返却される青梅市の児童・生徒の調査結果について、教科ごとにデータを

整理した上で、市として分析・考察および指導のポイントを加え、報告書にまとめ、

各学校に配布する。各学校は、報告書の内容を踏まえ、具体的な授業改善の在り方

について検討し、授業改善プランに反映させる。 

分析・考察に当たっては、校長・教頭・教員からなる分析部会を組織する。 

     

 

教育委員会では 

Ⅰ 青梅市児童・生徒の学力の実態の把握 



２ 学習に関する意識調査および生活意識調査の分析と課題の把握 

 学力向上を考える上で、学校の学習にかかわる意識等に関する実態や子どもたちの
家庭や地域における生活や学習の実態を把握することは欠かせない。 

そこで、都で実施する「『児童・生徒の学力向上を図るための調査』における学習

に関する意識調査」の結果および市で実施する「『健康・体力の向上を図るための調

査』における生活アンケート」の結果について分析・考察を行い、課題を明らかにす

るとともに、学力向上の方策に反映させていく。 

 

 

１ 学力向上推進モデル校の設置 

 各学校における学力向上を図るための取組を推進していくために、小・中各１校の
学力向上推進モデル校を設置し、先進的に調査研究を行い、その成果を市内全校に普

及する。 

モデル校の指定を受けた学校は、授業等を通し、実践的に課題解決の視点を分析・

整理し、学力向上を図るための具体的な方策に取り組むとともに、学習指導補助員の

活用調査研究を推進し、個に応じた指導の充実を図る。 
 

２ 学力向上推進委員会の設置 

平成１７年度から新たに学力向上推進委員会を設置し、各校における学力向上策お

よび具体的な授業改善策を踏まえ、市としての学力向上に向けた取組について検討を

進めていく。 

また、学力調査結果の分析・考察および指導のポイントについて、分析部会におけ

る検討結果を踏まえ、協議を深めるとともに、学習に関する意識調査等の結果につい

ても協議を深め、報告書としてまとめる。 

さらに、学力向上を図るためには家庭の役割が重要であることを踏まえ、家庭への

啓発について検討を進めていく。 
 

３ 校内研究等への支援 

児童・生徒の学力向上を図るためには、各校の校内研究や小・中学校教育研究会等

における教科研究の充実が欠かせない。 

そのために、校内研究の推進・充実に向け、各校のニーズに応じた適切な指導助言

を行うとともに、外部講師の活用が図られるよう予算面での支援を行っていく。 

また、校長会と連携を図りながら、小・中学校教育研究会の充実に向けた支援を行

っていく。 

 

Ⅱ 学力向上を図るための事業の推進 



 

 

 

１ 啓発リーフレットの作成 

家庭における基本的な生活習慣の確立や学ぶ意味についての理解、家庭学習の習慣

や読書習慣の確立等の重要性についてリーフレットを作成し、保護者・地域への働き

かけを行う。 

 

２ 学習支援システムの構築に向けた検討 

 地域における学習相談室の開設など、各地域の実態に応じた学習支援システムの構
築に向け、検討を進めていく。 

Ⅲ 学力向上に関する家庭・地域への啓発 



学力向上検討委員会における検討経過 

年 回 検 討 内 容 等 
H15 
 
 
 
 
 

第１回 
第２回 
 
 
第３回 
 
第４回 
第５回 
 
第６回 

・学力をめぐる現状と学力向上に向けた取組の在り方（講話） 

・学力のとらえ方について 
・学校経営案に位置付けられた学力向上にかかわる方策等について 
・学力調査の実施について 
・青梅市の児童・生徒の学力（数値化しやすい学力）の実態把握の仕

方について 
・青梅市における学力の実態に関する調査等について 
・実践報告（市内小学校の学力向上に向けた取組について） 
・平成１６年度における学力向上のための方策について 
・数値化しにくい学力のとらえ方について 
・平成１６年度青梅市立小・中学校学力調査の実施方法等について 

H16 
 
 
 
 
 
 

第１回 
第２回 
 
第３回 
 
第４回 
 
 
第５回 
第６回 

・「青梅市基礎的・基本的な内容の定着を図るための調査」の分析状況 
・「青梅市基礎的・基本的な内容の定着を図るための調査」の分析結果 
・授業改善プランの作成について 
・次年度以降の学力調査等について 

・学力向上にかかわる市としての施策について 

・授業改善プランを活用した授業改善の推進に向けて 

・学力調査の結果および授業改善推進プランを生かした授業改善の在

り方（講話） 

・学力向上検討委員会としてのまとめに向けて 

・学力向上検討委員会としてのまとめ 

 
学力向上検討委員会委員名簿 

 職  名  等 氏  名 

顧  問 
前台東区立根岸小学校長 

教育調査研究所研究部長 
小島  宏 （H.15~16） 

委 員 長 元静岡大学教授 日臺  利夫（H.15~16) 

委  員 元国立音楽大学教授 篠田  信司（H.15~16） 
委  員 青梅市立第四小学校長 竹田雄二郎（H.15~16） 
委  員 青梅市立第五小学校長 邑上 裕子（H.16) 
委  員 青梅市立吹上中学校長 青木 秀司（H.16） 
委  員 青梅市立新町中学校長 宗像 昭男（H.15~16） 
委  員 青梅市立第一小学校長 松田  貢（H.15) 
委  員 青梅市立第七中学校長 鈴木  勇夫（H.15) 

  

委  員 青梅市教育委員会学校教育部長 小山 正俊（H.15~16) 
【事務局】青梅市教育委員会指導室長 中村 一哉 

指導主事 松本絵美子 
指導係長 市川真佐美 


